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(57)【要約】
【課題】この発明は、特定のユーザが目視しているか否
かを判断して表示内容を適応的に変更することができる
ようにし、ユーザに対する使い勝手の自由度を向上させ
て利便性を高め実用に適するようにした情報表示装置及
び情報表示方法を提供することを目的としている。
【解決手段】入力情報に基づいて表示を行なう表示手段
（１３）と、表示手段（１３）の表示画面の前方を撮影
するカメラ（１４）と、カメラ（１４）で撮影した顔の
映像が表示画面を見ているか否かを判別し、見ていると
判断されたとき、表示手段（１３）の表示内容を所定の
コンテンツに切り替える制御手段（２２ｅ）とを備える
。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力情報に基づいて表示を行なう表示手段と、
　前記表示手段の表示画面の前方を撮影するカメラと、
　前記カメラで撮影した顔の映像が前記表示画面を見ているか否かを判別し、見ていると
判断されたとき、前記表示手段の表示内容を所定のコンテンツに切り替える制御手段とを
具備することを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　前記カメラで撮影した顔の映像を登録する登録手段を備え、
　前記制御手段は、前記カメラで撮影した顔の映像が前記登録手段に登録された顔の映像
である場合、当該顔の映像が前記表示画面を見ているか否かを判別し、見ていると判断さ
れたとき、前記表示手段の表示内容を所定のコンテンツに切り替えることを特徴とする請
求項１記載の情報表示装置。
【請求項３】
　前記カメラで撮影した顔の映像を所定のコンテンツを示す情報と対応させて登録する登
録手段を備え、
　前記制御手段は、前記カメラで撮影した顔の映像が前記登録手段に登録された顔の映像
である場合、当該顔の映像が前記表示画面を見ているか否かを判別し、見ていると判断さ
れたとき、前記表示手段の表示内容を前記登録手段に登録された情報が示す所定のコンテ
ンツに切り替えることを特徴とする請求項１記載の情報表示装置。
【請求項４】
　前記カメラで撮影した顔の映像を登録する登録手段を備え、
　前記制御手段は、前記カメラで撮影した顔の映像が前記登録手段に登録された顔の映像
であるとともに、前記カメラで撮影した映像の中に前記登録手段に登録された顔以外の顔
の映像が存在しない場合、当該顔の映像が前記表示画面を見ているか否かを判別し、見て
いると判断されたとき、前記表示手段の表示内容を所定のコンテンツに切り替えることを
特徴とする請求項１記載の情報表示装置。
【請求項５】
　前記カメラで撮影した顔の映像を登録する登録手段を備え、
　前記制御手段は、前記カメラで撮影した顔の映像が前記登録手段に登録された顔の映像
であり、前記カメラで撮影した映像の中に前記登録手段に登録された顔以外の顔の映像が
存在せず、前記カメラで撮影した顔の映像が所定のしきい値よりも大きい場合、当該顔の
映像が前記表示画面を見ているか否かを判別し、見ていると判断されたとき、前記表示手
段の表示内容を所定のコンテンツに切り替えることを特徴とする請求項１記載の情報表示
装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記カメラで撮影した顔の映像が所定のしきい値以上になっている時
間と、前記カメラで撮影した顔の映像の位置及び向きとに基づいて、当該顔の映像が前記
表示画面を見ているか否かを判別することを特徴とする請求項１記載の情報表示装置。
【請求項７】
　入力情報に基づいて表示手段が表示を行なう工程と、
　前記表示手段の表示画面の前方をカメラで撮影する工程と、
　前記カメラで撮影した顔の映像が前記表示画面を見ているか否かを判別する工程と、
　見ていると判断されたとき、前記表示手段の表示内容を所定のコンテンツに切り替える
工程とを有することを特徴とする情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばデジタルフォトフレーム等に使用して好適する情報表示装置及び情
報表示方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　周知のように、近年では、デジタルカメラの普及に伴なって、デジタルフォトフレーム
の需要が急速に伸びてきている。このデジタルフォトフレームは、いわゆる写真立てのよ
うな形状に構成されており、通常の写真立てで写真の露出される部分が、例えば液晶表示
パネル等で構成された表示モニタとなっている。
【０００３】
　そして、このデジタルフォトフレームは、例えばデジタルカメラ等で撮影した写真のデ
ータが記録されたメモリカードを挿入することにより、その記録データに基づいて、表示
モニタに特定の写真を表示したり、複数の写真を一定時間ずつ順次切り替えて表示する、
いわゆるスライドショーを行なったりすることができる。
【０００４】
　また、この種のデジタルフォトフレームには、例えばインターネット等の外部ネットワ
ークに接続可能な機能を有するものもあり、これによれば、ネットワーク上で特定のサー
バにアクセスすることによって、例えば写真、ニュース、カレンダー等の各種情報を取得
し、その取得した情報を表示することも可能である。
【０００５】
　ところで、このようなデジタルフォトフレームは、まだまだ開発途上にある段階であっ
て、種々の点で開発改良を施す余地が多々残されている。特に、現状では、表示映像の品
質を高める方向の開発だけに限らず、ユーザにとっての使い勝手を良くし利便性をより一
層高める方向での改良も強く要求されている。
【０００６】
　特許文献１には、画像表示画面と鑑賞者との相対的位置関係を表わす鑑賞者位置情報を
検出し、その検出された鑑賞者位置情報に基づいて画像表示画面に表示する画像のレイア
ウトを制御することにより、大型の表示画面上に各ユーザ（鑑賞者）にとって見易い表示
を行なえるようにした構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－０８６７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、特定のユーザが目視している
か否かを判断して表示内容を適応的に変更することができるようにし、ユーザに対する使
い勝手の自由度を向上させて利便性を高め実用に適するようにした情報表示装置及び情報
表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る情報表示装置は、入力情報に基づいて表示を行なう表示手段と、表示手
段の表示画面の前方を撮影するカメラと、カメラで撮影した顔の映像が表示画面を見てい
るか否かを判別し、見ていると判断されたとき、表示手段の表示内容を所定のコンテンツ
に切り替える制御手段とを備えるようにしたものである。
【００１０】
　また、この発明に係る情報表示方法は、入力情報に基づいて表示手段が表示を行なう工
程と、表示手段の表示画面の前方をカメラで撮影する工程と、カメラで撮影した顔の映像
が表示画面を見ているか否かを判別する工程と、見ていると判断されたとき、表示手段の
表示内容を所定のコンテンツに切り替える工程とを有するようにしたものである。
【発明の効果】
【００１１】
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　上記した発明によれば、カメラで撮影した顔の映像が表示画面を見ていると判断された
とき、表示手段の表示内容を所定のコンテンツに切り替えるようにしたので、特定のユー
ザが目視しているか否かを判断して表示内容を適応的に変更することができ、ユーザに対
する使い勝手の自由度を向上させて利便性を高め実用に適するようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態を示すもので、デジタルフォトフレームを正面側及び背面
側から見た状態を説明するために示す外観図。
【図２】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームの主要な信号処理系の一例を説明
するために示すブロック構成図。
【図３】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対するユーザ登録の手法を説明
するために示す図。
【図４】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対するユーザ登録の手法を説明
するために示す図。
【図５】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対するユーザ登録によって作成
されたテーブルの一例を説明するために示す図。
【図６】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対するユーザ登録処理動作を説
明するために示すフローチャート。
【図７】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対する表示制御処理動作を説明
するために示すフローチャート。
【図８】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対する表示制御処理の一例を説
明するために示す図。
【図９】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対する表示制御処理の他の例を
説明するために示す図。
【図１０】同実施の形態におけるデジタルフォトフレームに対する表示制御処理の他の例
を説明するために示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１（ａ）は、
この実施の形態で説明するデジタルフォトフレーム１１を正面側から見た状態を示してい
る。すなわち、このデジタルフォトフレーム１１は、ほぼ薄型の長方形状に形成されたキ
ャビネット１２を有している。
【００１４】
　そして、このキャビネット１２内には、例えば液晶表示パネル等を備えた平面型ディス
プレイである表示モニタ１３が収容されている。この場合、表示モニタ１３は、その表示
画面がキャビネット１２の正面側に露出されている。また、この表示モニタ１３の表示画
面は、タッチセンサ構造となっており、タッチ式の操作部を構成することができる。
【００１５】
　さらに、このキャビネット１２の図中上端部には、そのほぼ中央部分にカメラ１４が設
置されている。このカメラ１４は、デジタルフォトフレーム１１の正面側、より詳細に言
えば、表示モニタ１３の表示画面の前方に存在する被写体を撮影するように取り付けられ
ている。
【００１６】
　図１（ｂ）は、上記デジタルフォトフレーム１１を背面側から見た状態を示している。
すなわち、上記キャビネット１２の背面側には、電源スイッチ等を含む各種の操作子が配
列された操作部１５と、外部の図示しない記録再生機器やネットワーク等に接続するため
のコネクタ部１６とが設置されている。
【００１７】
　図２は、上記デジタルフォトフレーム１１の主要な信号処理系の一例を示している。す
なわち、このデジタルフォトフレーム１１は、上記した表示モニタ１３、カメラ１４及び
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操作部１５の他に、カード装着部１７、情報記録再生部１８、顔認識処理部１９、ＨＤＤ
（hard disk drive）インターフェース２０及びネットワークインターフェース２１を備
えている。
【００１８】
　そして、これらの表示モニタ１３、カメラ１４、操作部１５、カード装着部１７、情報
記録再生部１８、顔認識処理部１９、ＨＤＤインターフェース２０及びネットワークイン
ターフェース２１は、ＣＰＵ（central processing unit）２２ａを内蔵した制御部２２
によって、個別にまたは複数個が関連して動作するように統括的に制御されている。
【００１９】
　この場合、制御部２２は、メモリ部２２ｂを利用している。このメモリ部２２ｂは、主
として、ＣＰＵ２２ａが実行する制御プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）
と、該ＣＰＵ２２ａに作業エリアを提供するためのＲＡＭ（random access memory）と、
各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メモリとを有している。
【００２０】
　ここで、まず、上記カード装着部１７は、例えばＳＤ（secure digital）カード等のメ
モリカード２３を着脱自在に装着可能としている。そして、このカード装着部１７は、装
着されたメモリカード２３から、そこに記録されている写真等のデータを読み取り制御部
２２に供給している。なお、上記キャビネット１２の側面には、メモリカード２３を着脱
するための図示しないスリットが形成されている。
【００２１】
　また、上記カメラ１４は、静止画や動画の撮影を行ない、撮影した映像データを制御部
２２に供給している。さらに、上記情報記録再生部１８は、例えば半導体メモリ等で構成
されており、カード装着部１７やカメラ１４から制御部２２に供給されたデータの記録再
生を行なうものである。
【００２２】
　ここで、上記顔認識処理部１９は、カメラ１４で撮影された人物の顔の映像が、予め撮
影されて例えば情報記録再生部１８等に登録されている人物の顔の映像と一致するか否か
を判別し、その判別結果を制御部２２に出力している。
【００２３】
　また、上記ＨＤＤインターフェース２０は、上記コネクタ部１６を構成する入出力端子
１６ａを介して外部のＨＤＤ２４に接続されている。これにより、制御部２２は、カード
装着部１７やカメラ１４から供給されたデータを、ＨＤＤインターフェース２０及び入出
力端子１６ａを介してＨＤＤ２４に供給し、そのハードディスク２４ａに対して記録再生
させることができる。
【００２４】
　さらに、上記ネットワークインターフェース２１は、上記コネクタ部１６を構成する入
出力端子１６ｂを介して外部のネットワーク２５に接続されている。これにより、制御部
２２は、ネットワークインターフェース２１、入出力端子１６ｂ及びネットワーク２５を
介して所定のサーバ２５にアクセスし、カード装着部１７やカメラ１４から供給されたデ
ータをサーバ２６に記録再生させることができる。
【００２５】
　なお、上記制御部２２は、ＨＤＤ２４で再生したデータをネットワーク２５上のサーバ
２６に記録させたり、サーバ２６から取得したデータをＨＤＤ２４によりハードディスク
２４ａに記録させたりすることもできる。
【００２６】
　また、上記操作部１５は、主として、電源スイッチと、上記表示モニタ１３にカード装
着部１７、カメラ１４、ＨＤＤ２４及びサーバ２６等から取得した映像や文字等のコンテ
ンツを表示させるか、タッチ式の操作部を表示させるかを切り替える表示切替スイッチと
を備えている。
【００２７】
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　さらに、上記表示モニタ１３は、操作部１５の表示切替スイッチの切り替え操作に基づ
いて、カード装着部１７、カメラ１４、ＨＤＤ２４及びサーバ２６等から取得した映像や
文字等のコンテンツと、タッチ式の操作部とが選択的に表示される。なお、タッチ式の操
作部は、コンテンツに重畳されて表示されるようにしても良いものである。
【００２８】
　ここで、上記制御部２２は、タッチ式操作制御部２２ｃを内蔵している。このタッチ式
操作制御部２２ｃは、操作部１５の表示切替スイッチがタッチ式の操作部の表示に切り替
えられたとき、表示モニタ１３にタッチ式の操作部を表示させる。そして、表示モニタ１
３の表示画面がタッチ操作されたときには、そのタッチ操作された領域の操作内容が実行
されるように各部をそれぞれ制御している。
【００２９】
　また、上記制御部２２は、ユーザ登録制御部２２ｄを内蔵している。このユーザ登録制
御部２２ｄは、詳細は後述するが、ユーザ登録を行ないたいユーザが、カメラ１４によっ
て自分の顔を撮影し、その撮影した顔の映像データと、そのユーザが表示させたい写真、
ニュース、カレンダー等の各種コンテンツのデータとを対応させて情報記録再生部１８に
記録するまでの一連の動作を制御している。
【００３０】
　さらに、上記制御部２２は、表示制御部２２ｅを内蔵している。この表示制御部２２ｅ
は、詳細は後述するが、カメラ１４によってデジタルフォトフレーム１１の正面の被写体
を撮影し、ユーザ登録を行なったユーザのみがデジタルフォトフレーム１１を見ていると
いう状態になった場合に、表示モニタ１３の表示内容を、そのユーザが登録したコンテン
ツに自動的に切り替えるという一連の動作を制御するものである。
【００３１】
　まず、上記ユーザ登録制御部２２ｄについて具体的に説明する。すなわち、ユーザ登録
を行ないたいユーザは、操作部１５の表示切替スイッチを操作して、表示モニタ１３にタ
ッチ式の操作部を表示させる。そして、ユーザは、タッチ式の操作部を操作して、デジタ
ルフォトフレーム１１をユーザ登録モードに設定する。すると、上記ユーザ登録制御部２
２ｄは、表示モニタ１３にユーザ登録画面を表示させ、以後、ユーザは、このユーザ登録
画面にしたがって、ユーザ登録処理を行なうことになる。
【００３２】
　このユーザ登録画面では、ユーザに対し、図３（ａ）に示すように、カメラ１４に対し
て正面から向き合う位置を取り、かつ、表示モニタ１３から腕を軽く延ばした距離だけ離
れ、その状態で、タッチ式の操作部の撮影釦エリアにタッチして撮影を実行するように指
示する。
【００３３】
　これにより、カメラ１４側から見ると、図４（ａ）に示すように、その撮像領域（フレ
ームＦ）の中央部にユーザの正面向きの顔、つまり、ユーザがカメラ１４を正面から見た
顔の映像が撮影され、その映像のデータが情報記録再生部１８に記録される。
【００３４】
　その後、ユーザ登録画面は、ユーザに対し、図３（ｂ）に示すように、カメラ１４に向
かって左側からカメラ１４を斜めに見る位置を取り、かつ、表示モニタ１３から腕を軽く
延ばした距離だけ離れ、その状態で、タッチ式の操作部の撮影釦エリアにタッチして撮影
を実行するように指示する。
【００３５】
　これにより、カメラ１４側から見ると、図４（ｂ）に示すように、そのフレームＦの右
側に、ユーザが斜めにフレームＦの中央部を向いた顔、つまり、ユーザがカメラ１４に向
かって左側手前からカメラ１４の方向を斜めに見た顔の映像が撮影され、その映像のデー
タが情報記録再生部１８に記録される。
【００３６】
　次に、ユーザ登録画面は、ユーザに対し、図３（ｃ）に示すように、カメラ１４に向か
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って右側からカメラ１４を斜めに見る位置を取り、かつ、表示モニタ１３から腕を軽く延
ばした距離だけ離れ、その状態で、タッチ式の操作部の撮影釦エリアにタッチして撮影を
実行するように指示する。
【００３７】
　これにより、カメラ１４側から見ると、図４（ｃ）に示すように、そのフレームＦの左
側に、ユーザが斜めにフレームＦの中央部を向いた顔、つまり、ユーザがカメラ１４に向
かって右側手前からカメラ１４の方向を斜めに見た顔の映像が撮影され、その映像のデー
タが情報記録再生部１８に記録される。
【００３８】
　上記のようにして、カメラ１４に対して３方向からカメラ１４の方向を見た顔の映像が
撮影され、その映像のデータが情報記録再生部１８に記録されると、次に、ユーザ登録制
御部２２ｄは、ユーザ登録画面により、ユーザに対して、表示させたい写真、ニュース、
カレンダー等の各種コンテンツの取得先を示すデータを入力するように指示する。
【００３９】
　そして、コンテンツの取得先を示すデータの入力が完了されると、ユーザ登録制御部２
２ｄは、図５に示すように、先に撮影したユーザの顔の映像データの記録先と、コンテン
ツの取得先とを対応させたテーブルを作成し、情報記録再生部１８に記録する。なお、ユ
ーザ登録制御部２２ｄは、同じユーザが複数のコンテンツの取得先を入力した場合、コン
テンツを表示させる時間帯を入力させるようにしている。このため、上記テーブルには、
時間帯を示す項目も用意されている。
【００４０】
　図６は、上記したユーザ登録制御部２２ｄによるユーザ登録処理動作をまとめたフロー
チャートを示している。すなわち、処理が開始（ステップＳ１）され、ユーザが、ステッ
プＳ２で、表示モニタ１３に表示されたタッチ式の操作部を操作して、デジタルフォトフ
レーム１１をユーザ登録モードに設定したとする。
【００４１】
　すると、ユーザ登録制御部２２ｄは、ステップＳ３で、カメラ１４で撮影している顔が
既に登録済みであるか否かを判別し、登録済みでないと判断された場合（ＮＯ）、ステッ
プＳ４で、ユーザに対して、図３で説明したように、３方向からカメラ１４の方向を見た
顔の映像を撮影させる。
【００４２】
　その後、ユーザ登録制御部２２ｄは、ステップＳ５で、顔の撮影が完了したか否かを判
別し、完了していないと判断された場合（ＮＯ）、ステップＳ４の処理に戻される。また
、上記ステップＳ５で顔の撮影が完了したと判断された場合（ＹＥＳ）、ユーザ登録制御
部２２ｄは、ステップＳ６で、撮影された顔の映像データの記録先をテーブルに記録する
。
【００４３】
　そして、このステップＳ６の後、または、上記ステップＳ３で、カメラ１４で撮影して
いる顔が既に登録済みであると判断された場合（ＹＥＳ）、ユーザ登録制御部２２ｄは、
ステップＳ７で、ユーザに対して、表示させたい各種のコンテンツの取得先を示すデータ
を入力させ、テーブルに記録する。この場合、テーブルに記録されているコンテンツの取
得先については、その追加、変更、削除等が可能である。
【００４４】
　その後、ユーザ登録制御部２２ｄは、ステップＳ８で、コンテンツの取得先を示すデー
タの入力が完了したか否かを判別し、完了していないと判断された場合（ＮＯ）、ステッ
プＳ７の処理に戻され、完了したと判断された場合（ＹＥＳ）、処理を終了（ステップＳ
９）される。
【００４５】
　なお、コンテンツの取得先の入力手法としては、例えばコンテンツがＨＤＤ２４のハー
ドディスク２４ａに存在する場合、ハードディスク２４ａ内のコンテンツを表示モニタ１
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３に一覧表示させ、その中から所望のコンテンツを選択することにより、そのコンテンツ
の取得先がテーブルに入力されるといった方法が考えられる。
【００４６】
　次に、上記表示制御部２２ｅについて具体的に説明する。この表示制御部２２ｅは、カ
メラ１４によって撮影したデジタルフォトフレーム１１の正面の被写体を解析して、ユー
ザ登録を行なったユーザのみがデジタルフォトフレーム１１を見ていると判断された場合
に、表示モニタ１３の表示内容を、そのユーザが登録したコンテンツに自動的に切り替え
るように制御している。
【００４７】
　図７は、上記した表示制御部２２ｅによる処理動作をまとめたフローチャートを示して
いる。この処理は、表示モニタ１３に通常の写真が表示され、かつ、カメラ１４が撮影動
作を行なっている状態で開始（ステップＳ１１）される。すると、表示制御部２２ｅは、
ステップＳ１２で、カメラ１４で撮影されている被写体の中から人の顔を検出し、その検
出された顔が既に登録済みの顔であるか否かを判別する。この判別は、検出された顔の映
像データと、上記情報記録再生部１８に記録された顔の映像データとを、顔認識処理部１
９により公知の顔認識技術を利用して比較することで実現される。
【００４８】
　そして、カメラ１４に撮影されている顔が登録済みの顔であると判断された場合（ＹＥ
Ｓ）、表示制御部２２ｅは、ステップＳ１３で、カメラ１４の撮影範囲内に、登録済みの
顔を持つ個人以外の人の顔が存在するか否かを判別する。この判別も、顔認識処理部１９
により公知の顔認識技術を利用することで実現可能である。
【００４９】
　ここで、カメラ１４の撮影範囲内に登録済みの顔を持つ個人以外の顔が存在しないと判
断された場合（ＹＥＳ）、表示制御部２２ｅは、ステップＳ１４で、撮影されている登録
済みの顔が、カメラ１４に対して近くにあるか遠くにあるかを判別する。この判別は、図
８（ａ）～（ｃ）に示すように、カメラ１４で撮影され顔認識ができた部分を矩形の枠２
７で囲み、その枠２７の面積を算出する。そして、算出された枠２７の面積を予め設定さ
れた所定のしきい値と比較することにより実現される。
【００５０】
　すなわち、ユーザ登録時に撮影した顔の大きさ、つまり、表示モニタ１３から腕を軽く
延ばした距離だけ離れ、その状態で、タッチ式の操作部の撮影釦エリアにタッチして撮影
した顔の大きさが、図８（ａ）に示すサイズであるとする。すると、その撮影時の距離よ
りユーザの顔がカメラ１４（デジタルフォトフレーム１１）に近づくと、ユーザの顔のサ
イズは、図８（ｂ）に示すように、ユーザ登録時よりも大きくなる。また、逆に、ユーザ
登録時のときの撮影距離よりユーザの顔がカメラ１４（デジタルフォトフレーム１１）か
ら離れていると、ユーザの顔のサイズは、図８（ｃ）に示すように、ユーザ登録時よりも
小さくなる。
【００５１】
　このため、表示制御部２２ｅでは、ユーザ登録時の顔に対する枠２７の面積をしきい値
とし、撮影された顔に対する枠２７の面積が、しきい値と等しいか、または、しきい値よ
りも大きい場合に、登録済みの顔が、カメラ１４に対して近くにあると判断し、しきい値
よりも小さい場合に、遠くにあると判断する。
【００５２】
　そして、登録済みの顔がカメラ１４に対して近くにあると判断された場合（ＹＥＳ）、
表示制御部２２ｅは、ステップＳ１５で、その顔を持つ個人がデジタルフォトフレーム１
１の表示モニタ１３を見ているか否かを判別する。この判別は、撮影された顔に対する枠
２７の面積がしきい値以上になっている時間を計測することと、カメラ１４側から見たフ
レームＦ内における顔の位置と顔の角度（向き）とを解析することとによって行なわれる
。
【００５３】
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　すなわち、一般的に、人がデジタルフォトフレーム１１の表示モニタ１３に表示されて
いる内容を見る場合、顔を表示モニタ１３に近づけた状態で静止すると考えられる。この
ため、カメラ１４で撮影された登録済みの顔に対する枠２７の面積がしきい値以上になっ
ている状態が、予め設定された所定時間以上継続したということが、登録済みの顔を持つ
個人がデジタルフォトフレーム１１の表示モニタ１３を見ていると判断するための第１の
条件となる。
【００５４】
　また、カメラ１４側から見たフレームＦ内における顔の位置と顔の向きとが、図４（ａ
）～（ｃ）に示すようになっている場合は、いずれも、デジタルフォトフレーム１１の表
示モニタ１３を見ていると判断することができる。すなわち、図４（ａ）では、フレーム
Ｆ内における顔の位置は中央で、顔の向きはフレームＦの中心方向となっている。また、
図４（ｂ）では、フレームＦ内における顔の位置は右側であるが、顔の向きはフレームＦ
の中心方向となっている。さらに、図４（ｃ）では、フレームＦ内における顔の位置は左
側であるが、顔の向きはフレームＦの中心方向となっている。このような場合は、いずれ
も顔がフレームＦの中心方向を向いており、デジタルフォトフレーム１１の表示モニタ１
３を見ていると判断することができる。
【００５５】
　これに対し、図９（ａ）に示すように、ユーザがカメラ１４に対して正面に位置してい
るが、顔の方向がカメラ１４に対して真横（右方向）を向いている状態では、カメラ１４
側から見ると、図１０（ａ）に示すように、その撮像領域（フレームＦ）の中央部にユー
ザが左を向いた顔、つまり、フレームＦの中心方向を見ていない向きの顔の映像が撮影さ
れることになる。これは、例えば、ユーザがデジタルフォトフレーム１１の前を単に横切
った場合等に相当する。
【００５６】
　また、図９（ｂ）に示すように、ユーザがカメラ１４に向かって左側手前に位置してい
るが、顔の方向がカメラ１４に対して左斜め前方向を向いている状態では、カメラ１４側
から見ると、図１０（ｂ）に示すように、そのフレームＦの右側の位置にユーザが右斜め
前を向いた顔、つまり、フレームＦの中心方向を見ていない向きの顔の映像が撮影される
ことになる。
【００５７】
　さらに、図９（ｃ）に示すように、ユーザがカメラ１４に向かって右側手前に位置して
いるが、顔の方向がカメラ１４に対して右斜め前方向を向いている状態では、カメラ１４
側から見ると、図１０（ｃ）に示すように、そのフレームＦの左側の位置にユーザが左斜
め前を向いた顔、つまり、フレームＦの中心方向を見ていない向きの顔の映像が撮影され
ることになる。
【００５８】
　そして、図１０（ａ）～（ｃ）に示したようなフレームＦ内での位置及び向きを有する
顔の映像が撮影された場合、換言すれば、先に登録した図４（ａ）～（ｃ）に示すフレー
ムＦ内の顔の位置及び向きの範囲に含まれない位置及び向きを有する顔の映像が撮影され
たとき、表示制御部２２ｅは、ユーザが表示モニタ１３を見ていないと判断する。なお、
フレームＦ内における顔の向きについても、上記顔認識処理部１９を用いて判別すること
ができる。
【００５９】
　つまり、カメラ１４側から見たフレームＦ内における顔の位置と顔の向きとが、先に登
録した図４（ａ）～（ｃ）に示すフレームＦ内の顔の位置及び向きの範囲に含まれている
ということが、登録済みの顔を持つ個人がデジタルフォトフレーム１１の表示モニタ１３
を見ていると判断するための第２の条件となる。
【００６０】
　そして、上記した第１及び第２の条件が満たされて、上記ステップＳ１５で登録済みの
顔を持つ個人がデジタルフォトフレーム１１の表示モニタ１３を見ていると判断された場
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その登録済みの顔を持つ個人が登録したコンテンツに自動的に切り替えて、処理を終了（
ステップＳ１８）する。
【００６１】
　この場合、表示制御部２２ｅは、ユーザ登録によって情報記録再生部１８に記録されて
いる複数人の顔のデータのうち、表示モニタ１３を見ていると判断された顔のデータと一
致するデータの記録先から、図５に示したテーブルを参照してコンテンツの取得先を検出
し、その取得先からコンテンツを取得して表示モニタ１３に表示させている。
【００６２】
　また、上記した各ステップＳ１２～Ｓ１５において、いずれかに否定的な判断結果が得
られた場合（ＮＯ）、表示制御部２２ｅは、ステップＳ１７で、表示モニタ１３に通常の
写真を表示させて、処理を終了（ステップＳ１８）する。
【００６３】
　上記した実施の形態によれば、ユーザ登録した個人が、他の人が近くに存在しない状態
で、デジタルフォトフレーム１１の近くに来て、表示モニタ１３を見ている場合にのみ、
表示モニタ１３の表示内容が、その個人が予め登録したコンテンツに自動的に切り替えら
れるようになる。すなわち、特定のユーザが目視しているか否かを判断して表示内容を適
応的に変更することができるようにしたので、ユーザに対する使い勝手の自由度を向上さ
せることができ、利便性を高め実用に適するものとなる。
【００６４】
　また、デジタルフォトフレーム１１の近くで、自己が登録したコンテンツの表示を見て
いたユーザが、デジタルフォトフレーム１１から離れたり、顔の向きが表示モニタ１３を
見ない方向を向いたりした場合には、表示制御部２２ｅは、表示モニタ１３に通常の写真
を表示させるように自動的に切り替える。つまり、図７に示した各ステップＳ１２～Ｓ１
５において、いずれかに否定的な判断結果が得られた場合、表示制御部２２ｅは、表示モ
ニタ１３に通常の写真を表示させるように切り替えられる。
【００６５】
　さらに、上記した実施の形態では、デジタルフォトフレーム１１を例に説明したが、こ
の発明は、デジタルフォトフレーム１１に限らず、例えばタッチ式の表示画面とカメラを
搭載したＰＣ（personal computer）等にも広く適用することができることはもちろんで
ある。
【００６６】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、
上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、
種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つ
かの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を
適宜組み合わせても良いものである。
【符号の説明】
【００６７】
　１１…デジタルフォトフレーム、１２…キャビネット、１３…表示モニタ、１４…カメ
ラ、１５…操作部、１６…コネクタ部、１６ａ，１６ｂ…入出力端子、１７…カード装着
部、１８…情報記録再生部、１９…顔認識処理部、２０…ＨＤＤインターフェース、２１
…ネットワークインターフェース、２２…制御部、２２ａ…ＣＰＵ、２２ｂ…メモリ部、
２２ｃ…タッチ式操作制御部、２２ｄ…ユーザ登録制御部、２２ｅ…表示制御部、２３…
メモリカード、２４…ＨＤＤ、２４ａ…ハードディスク、２５…ネットワーク、２６…サ
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